
資料３ 
中心市街地活性化に関する各府省庁による 

近年の取組状況及び令和３年度予算概算要求等の概要 

１．各府省庁による近年の取組状況・・・・・・・・・Ｐ1～Ｐ17  

府省 支援措置 支援措置区分 

内閣府 地方創生推進交付金 （３） 

総務省 中心市街地活性化ソフト事業 （２）① 

中心市街地再活性化特別対策事業 （２）① 

文部 

科学省 

国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業 （３） 

伝統的建造物群基盤強化事業 （３） 

公立文教施設の整備 （３） 

厚生 

労働省 

医療提供体制施設整備交付金 （３） 

社会福祉施設等施設整備費補助金 （３） 

保育所等整備交付金 （３） 

保育対策総合支援事業費補助金 （３） 

地域支援事業交付金 （３） 

農林 

水産省 

農村集落基盤再編・整備事業 

（農山漁村地域整備交付金、沖縄振興公共投資交付金） 
（３） 

地域用水環境整備事業 

（農山漁村地域整備交付金、沖縄振興公共投資交付金） 
（３） 

食品流通拠点施設整備事業 

（強い農業・担い手づくり総合支援交付金） 
（３） 

経済 

産業省 

商店街活性化・観光消費創出事業 
（３） 

国土 

交通省 

中心市街地共同住宅供給事業 （１） 

社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 
（２）① 

支援措置区分：（１）法に定める特別の措置 （２）①認定と連携した特別措置 （２）②認定と連携した重点的な支援措置 （３）その他の支援措置 

２．令和３年度予算概算要求等の概要・・・・・・・・Ｐ18～Ｐ22 

３．各府省庁補足説明資料・・・・・・・・・・・・・Ｐ23～Ｐ37 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

内閣府地方創生推進事務局 

【支援措置名】地方創生推進交付金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

 地域再生法に基づく地域再生計画に位置付けられた、地方版総合戦略に基づく、地方公

共団体の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援。 

【近年の取組状況】 

 

１．令和２年度からの主な運用改善 

 ・Society5.0タイプの新設 

  地方創生の観点から取り組む、未来技術を活用した新たな社会システムづくりの全国

的なモデルとなる事業で、交付にあたっては１事業当たり国費 3億円（事業費ベース 6

億円）を上限の目安とする。 

 

２．中心市街地活性化基本計画に記載された交付対象事業の例（2020年度採択事業） 

・熊本県熊本市 商店街活性化対策事業 

  商店街等への支援により、商店街等が自らにぎわいイベントや魅力向上のための研修 

 を行うことで、継続的なにぎわい創出、交流人口の拡大により、経済活力の向上を図る。 

 

※「持続可能な医療・福祉とコミュニティによるくまもと創生プロジェクト」としての 

 採択額 66,773千円の内数 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

総務省地域力創造グループ地域振興室 

【支援措置名】中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置区分】（２）①認定と連携した特例措置 

【概要】 

市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために行う、認定基本計画に位置づけら

れたイベント等のソフト事業に要する経費の一部について特別交付税により措置する。 

【対象事業の分類】 

①イベント事業 

②講演会、シンポジウム等 

③後継者育成研修事業 

④事業の具体化のための調査、資金計画、事業性評価、合意形成等 

⑤空き店舗対策事業 

⑥その他特に重要なソフト事業 

 

【近年の取組状況】 

令和元年度においては、617件を特別交付税の対象とした。 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

総務省地域力創造グループ地域振興室 

 

【支援措置名】中心市街地再活性化特別対策事業 

【支援措置区分】（２）①認定と連携した特例措置 

【概要】 

市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために行う、認定基本計画に位置づけら

れた施設整備等を一般単独事業債の対象とする。 

 

【対象となる施設整備の例】 

・集客力を高める施設の整備（市民広場、ホール、駐車場等） 

・地域の産業の振興に資する施設の整備（展示施設等） 

・良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備（ポケットパーク等） 

・子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備（託児所等） 

 

【近年の取組状況】 

 令和元年度においては、14事業・総額 10,792.7百万円を一般単独事業債の対象とした。 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

文化庁文化資源活用課 

【支援措置名】国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】文化財保護法第 35 条第 1 項等の規定に基づき、重要文化財の管理又は修理に要

する経費について支援する。 

【近年の取組状況】 

○本事業では、重要文化財建造物に対し、経年劣化等の破損状況に応じ、適切な周期で必

要な保存修理事業を実施している。また、修理時期の文化財を活用し、修理現場の公開や、

修理によって得られた新たな知見を公開するための情報発信を同時に実施している。令和

２年度では、145件の事業を実施している。（令和２年９月現在）   

 

 

 

＜採択事業＞  

・富山県高岡市 瑞龍寺山門ほか８棟保存修理事業（Ｈ24-Ｒ２）  

事業費 72,900千円 国庫補助額 47,385千円 

・岡山県倉敷市 井上家住宅ほか４棟保存修理事業(Ｈ24-Ｒ４) 

事業費 100,000千円 国庫補助額 85,000千円 

・愛媛県松山市 道後温泉本館神の湯本館ほか７棟保存修理事業(Ｈ30-Ｒ６)  

事業費 346,400千円 国庫補助額 173,200千円 

・長崎県長崎市 旧長崎英国領事館本館ほか９棟保存修理事業(Ｈ26-Ｒ７)  

事業費 400,000千円 国庫補助額 200,000千円 （など） 

 

 

＜代表事例＞ 

【愛媛県松山市 道後温泉本館神の湯本館ほか７棟保存修理事業】 

道後温泉の中核施設である道後温泉本館他に対し、耐震補強工事を含めた保存修理事業

を実施し、事業期間中も、現場公開等において保存修理事業の情報発信をおこなう。これ

により来訪者の増大にともなう新たな雇用の創出や、空き店舗の解消、若者の地方回帰に

寄与する。 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

文化庁文化資源活用課 

【支援措置名】伝統的建造物群基盤強化事業 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】文化財保護法第 146条の規定に基づき、重要伝統的建造物群保存地区の保存のた

めに行う当該保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存す

るため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧に要する経費について支援

する。 

【近年の取組状況】 

○令和２年度は、43道府県 100市町村 120地区ある重要伝統的建造物群保存地区のうち、

41道府県 95市町村 111地区において、伝統的建造物群基盤強化事業を実施している。 

 

 

＜実施事業（伝統的建造物群基盤強化事業）＞ 

・栃木県栃木市  事業費 218,285千円 国庫補助額 109,142千円 

・石川県金沢市  事業費 189,420千円 国庫補助額  94,710千円 

・広島県福山市  事業費 130,055千円 国庫補助額  65,027千円 

・秋田県仙北市  事業費  67,338千円 国庫補助額  43,769千円 （など） 

 

 

＜代表事例＞ 

【栃木県栃木市 伝統的建造物群基盤強化事業】 

 栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区内にある旧味噌工場（伝統的建造物）におい

て、観光・まちづくり・防災拠点施設整備を実施する。敷地内の多数の文化財建造物の保

存とともに、周辺の歴史的風致の向上、地区住民や来訪者の安全につながるものであり、

観光客の増加にも寄与する。 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

【支援措置名】公立文教施設の整備 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金により、地域コミュニティの拠点

としての学校施設や、談話室、トレーニング室等を備えた社会体育施設の整備について支

援を行っている。 

 

【近年の取組状況】 

○令和２年度は、公立学校施設整備費として 1,165億円計上し、地域の持つ教育力を活か

した学習活動や地域の生涯学習活動等を実施するための場、地域の人々の交流の場等を備

えた、地域コミュニティの拠点としての学校施設の整備推進を図っている。また、社会体

育施設の整備を促進し、スポーツの円滑な実施及び振興に寄与している。 

 

 

【地域・学校連携施設整備事業の例】 

 学校施設の複合化を促進するとともに、地域の生涯学習活動等の拠点となるよう、他の

文教施設と福祉施設等と有機的な連携を図るために必要となる施設（多目的ホール等）を

国庫補助の対象としている。 

 

 

【スポーツ施設（社会体育施設）整備事業の例】 

 地域の再生と活性化に寄与することを目指し、スポーツに関する研修、講習会等に利用

できる研修室、体育室・武道室及びトレーニング室等を備えたスポーツ施設を整備してい

る。 

 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

厚生労働省医政局医療経理室 

【支援措置名】医療提供体制施設整備交付金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点から、都道府県の作成し

た「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制

度の仕組みとして、救急医療施設、周産期医療施設等の施設整備を支援する。 

【近年の取組状況】 

○令和２年度は、都道府県において事業者の選定を行っているところ。 

   

＜令和元年度採択事業＞  

・群馬県高崎市 治験施設施設整備事業 事業費 63,637千円 交付額 4,831千円 

・愛媛県松山市 小児医療施設施設整備事業 事業費 115,052千円 交付額 12,520千円 

・愛媛県松山市 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業  

事業費 15,491千円 交付額 1,611千円 

・長崎県長崎市 周産期医療施設施設整備事業  

事業費 109,539千円 交付額 15,398千円 

・長崎県長崎市 医療施設等耐震整備事業 事業費 2,976,296千円 交付額 166,478千円 

 

（など） 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

【支援措置名】社会福祉施設等施設整備費補助金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域移行や就労支援に

必要な事業所等を社会福祉法人等が設置する場合、その費用の一部を補助する。 

【近年の取組状況】 

○令和２年３月３０日社援発０３２７第８号「令和２年度社会福祉施設等施設整備費    

 の国庫補助に係る協議等について」において、「文教施設等の利用も含めて各種施設の 

 合築、併設を行うものや、中心市街地等の利用しやすい場所に整備を図るなど、土地の

有効活用を図るもの」を優先的整備対象としている。 

 

○令和２年度当初予算にかかる都道府県・指定都市・中核市に対する６月の内示実績は、

３８６件に対し１５７億円である。 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

【支援措置名】保育所等整備交付金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

 保育サービス等の基盤整備を推進するため、市町村が策定する整備計画に基づいて実施

される保育所等に関する施設整備事業に対して、国が交付金を交付する。 

【近年の取組状況】 

○令和２年度において、市町村に対して３回内示を行っており、認定を受けた市町村にお

ける実績は１７６件に対し１２５．９億円である。今後１０月と１２月の２回の内示を

予定している。 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

【支援措置名】保育対策総合支援事業費補助金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

 「子育て安心プラン」に基づく小規模保育等の改修等や保育人材確保策等に必要な経費

の一部を支援する。 

【近年の取組状況】 

＜令和元年度の実施状況＞ 

○令和元年度当初予算において、111市区町村に対し 114億円の補助金の交付を行った。

（上記市区町村には、中心市街地活性化基本計画の認定を受けている 7自治体を含む） 

 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

【支援措置名】地域支援事業交付金 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

介護保険の被保険者が要支援状態又は要介護状態となることを予防するとともに、要支

援状態又は要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援する。なお、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包

括的支援事業」、「任意事業」の各事業に要する経費に対して、一定割合を交付するもので

あり、それぞれの事業規模は市町村により異なる。 

【近年の取組状況】 

○地域支援事業交付金のメニューの一つとして、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対

象に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応等を行う生活援助員を派遣

する事業等について支援する（介護サービスの質の向上に資する事業）。 

 

＜平成 30年４月１日現在の実施状況＞ 

介護サービスの質の向上に資する事業 432市町村において実施。 

※弘前市、山形市、酒田市等、現時点で中心市街地活性化基本計画の認定を受けている市

においても実施。 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

農林水産省農村振興局地域整備課 

【支援措置名】農村集落基盤再編・整備事業 

（農山漁村地域整備交付金、沖縄振興公共投資交付金） 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺の農村地域の個性ある活性化を

図る場合において、地域住民の参加の下、関係府省との連携を図りつつ、地域の多様なニ

ーズに応じた農業生産基盤の整備と集落農園整備等の農村生活環境の整備を総合的に実

施する。 

【近年の取組状況】 

 

※中心市街地活性化の取り組みとして状況把握が困難なため、事業全体での取り組み状況

を記載 

 

【農山漁村地域整備交付金】 

〇各都道府県は、配分された予算の範囲内で、それぞれの作成した農山漁村地域整備計画

に基づき、農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策のための多様な事業メニ

ューに対して、地区の採択や予算の配分をおこない、各種事業を実施している。 

（令和２年度予算額９８５億円の内数） 

 

【沖縄振興公共投資交付金】 

〇沖縄県は、配分された予算の範囲内で、沖縄の振興に資する事業を自主的に選択して作

成した沖縄振興交付金事業計画に基づき、地区の採択や予算の配分をおこない、各種事

業を実施している。 

（令和２年度予算額４９２億円の内数） 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

農林水産省農村振興局水資源課 

【支援措置名】地域用水環境整備事業 

（農山漁村地域整備交付金、沖縄振興公共投資交付金） 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

農業用水の持つ親水、景観･生態系の保全等の多面的機能を維持増進するため、農業水

利施設の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水路等の整備に対して支援する。 

【近年の取組状況】 

 

※中心市街地活性化の取り組みとして状況把握が困難なため、事業全体での取り組み状況

を記載 

 

【農山漁村地域整備交付金】 

〇各都道府県は、配分された予算の範囲内で、それぞれの作成した農山漁村地域整備計画

に基づき、農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策のための多様な事業メニ

ューに対して、地区の採択や予算の配分をおこない、各種事業を実施している。 

（令和２年度予算額９８５億円の内数） 

 

【沖縄振興公共投資交付金】 

〇沖縄県は、配分された予算の範囲内で、沖縄の振興に資する事業を自主的に選択して作

成した沖縄振興交付金事業計画に基づき、地区の採択や予算の配分をおこない、各種事

業を実施している。 

（令和２年度予算額４９２億円の内数） 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

農林水産省食料産業局食品流通課卸売市場室 

【支援措置名】食品流通拠点施設整備事業 

（強い農業・担い手づくり総合支援交付金） 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】「三つの密」の防止を徹底し、災害時においても国民への安定的な生鮮食料品等

の供給体制を確保するとともに、農林水産物の輸出拡大を促進するため、品質・衛生管理

の強化、物流業務の省力化、保管調整機能の強化等を図る卸売市場施設の整備を支援する。 

【近年の取組状況】 

※中心市街地活性化の取組として状況把握が困難なため、事業全体での取組状況を記載 

 

 

中央卸売市場又は地方卸売市場が食品等流通合理化計画に従い実施する①～⑤の施設

整備の取組に対して、予算の配分等をおこない、事業を実施している。 

（①品質・衛生管理高度化施設整備、②物流効率化に向けた施設整備、③卸売市場統合・

連携促進施設整備、④輸出促進対応卸売市場施設整備、⑤卸売市場防災対応施設整備） 

 

（令和２年度予算額２００億円の内数） 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

経済産業省 地域経済産業グループ中心市街地活性化室 

中小企業庁商業課 

【支援措置名】商店街活性化・観光消費創出事業 

【支援措置区分】（３）その他の支援措置 

【概要】 

 地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、インバウンドや観光と

いった新たな需要を効果的に取り込むための商店街の取組を支援する。 

【近年の取組状況】 

 

○令和２年度は、一次締切分にて２３事業、二次締切分にて２７事業を採択した。 

 ※採択総額が予算額に達したことから、二次締切をもって公募終了。 

 

＜採択事業（代表事例）＞ 

（市区町村／事業者名／事業名） 

・尾道市／しおまち商店街の輪・株式会社しおまち企画／しおまち商店街入口物件を活用

した商店街活性化事業 

・越谷市／越谷新町商店会・株式会社まちづくり越谷／越ヶ谷宿再興（人と文化と仕事が

集う賑わい集客拠点整備事業） 

・大和郡山市／郡山柳町商店街協同組合／金魚のまち郡山の観光資源を活かした「商店街

の金魚ストリート化」事業 

・高岡市／御旅屋通商店街振興組合・高岡ケーブルネットワーク株式会社／次世代通信技

術を活用した、江戸初期の『御旅屋』復活に伴う商店街活性化事業 

・伊豆市／土肥温泉観光協同組合・土肥観光活性化株式会社／観光客と土肥商店街を結ぶ

地域消費倍増事業 

【備考】 

 



16 
 

 

中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

国土交通省住宅局市街地建築課 

【支援措置名】中心市街地共同住宅供給事業 

【支援措置区分】（１）法に定める特別の措置 

【概要】 

法第 30 条に基づき、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助す

る地方公共団体、又は法第 34 条に基づき、同事業により住宅の供給を行う地方公共団体

に対して、認定中心市街地における優良な共同住宅の供給を支援する。 

【近年の取組状況】 

 

○ 主な実施地区 

・ 秋田県秋田市 中通二丁目地区 

【全体事業費 約 2,641百万円 事業期間 平成 29年度～令和 2年度】 

   中心市街地の低未利用地を活用し、中高齢者をメインターゲットとした優良な住宅

を供給することに加え、医療施設や居住者のコミュニティスペースを整備することに

より、多世代共生型ＣＣＲＣ拠点として、地区内外からの移住者を受け入れるなど、

中心市街地の人口増加に寄与し、活性化に取り組む。 

令和 2年 9月に建築工事完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】 
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中心市街地の活性化に資する主要な国の支援措置の取組状況 

国土交通省都市局市街地整備課 

国土交通省住宅局市街地建築課 

【支援措置名】社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

       防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

【支援措置区分】（２）①認定と連携した特例措置 

【概要】 

まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的として、認定中心市街

地について、都市機能のまちなか立地、空きビルの再生、多目的広場等の整備等を総合的

に支援する。 

【近年の取組状況】 

○ 主な実施地区 

・ 兵庫県姫路市 キャスティ 21イベントゾーン周辺地区 

【全体事業費 約 24,818百万円 事業期間 平成 28年度～令和 2年度】 

   文化・芸術と交流・賑わいの拠点となる文化コンベンション施設のうち、市民の文

化芸術の拠点となるホール及び駐車場等の周辺施設を整備することにより、中心市街

地の活性化を推進する。 

平成 30年 10月に建築工事着工済。 

 

・ 山形県酒田市 酒田市中心市街地中町地区（第２期） 

【全体事業費 約 130百万円 事業期間 令和元年度～令和 2年度】 

オフィスニーズの受け皿となる業務・金融事業者向けサービスの拠点と、地域住民 

  の交流の場となるまちホール及び情報センターを整備することにより、中心市街地の 

  活性化を図る。 

   令和 2年 10月に建築工事着工。 

【備考】 

 



整
理
番
号

支援措置名 支援措置の概要
支援措置

区分

令和3年度
予算概算要求額

（百万円）

新規
拡充
継続

令和2年度
予算額

（百万円）

令和3年度
税制改正要望

の有無

根拠法の
有無

制度等の根拠 備考

1 地方創生推進交付金

地方公共団体が、地方創生に向けて複数年度にわたり
取り組む東京圏からのＵＩＪターンの促進や地方の担い
手不足対策などの先導的な事業を安定的・継続的に支
援することにより、地方の創意工夫を引き出し、実情に
応じた地方創生の取組を推進する。

（３） 内閣府 地方創生推進事務局 100,000の内数 継続 100,000の内数 ― ○
地域再生法第5条4項1号
地域再生法13条

2 地域少子化対策重点推進交付金

地方自治体が行う少子化対策事業（「結婚に対する取
組」及び「結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育て
に温かい社会づくり・機運の醸成の取組」）について、優
良事例を横展開することにより、地域の実情や課題に応
じた取組を支援する。
また、新婚世帯を応援する結婚新生活支援事業を支援
する。

（３） 内閣府 子ども・子育て本部 2,000 継続 2,100 ― ―
令和２年度予算額には、令
和元年度補正予算の繰越
分を含む

3 中心市街地活性化ソフト事業

市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために
行う、認定基本計画に位置づけられたイベント等のソフト
事業に要する経費の一部について特別交付税により措
置する。

（２）① 総務省
地域力創造グループ地
域振興室

― 継続 ― ― ― ―

4
中心市街地再活性化特別対策事
業

市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために
行う、認定基本計画に位置づけられた施設整備等を一
般単独事業債の対象とする。

（２）① 総務省
地域力創造グループ地
域振興室

― 継続 ― ― ― ―

5
国宝・重要文化財建造物保存修
理強化対策事業

地域の特色ある文化財建造物を保存・活用するため、
国が指定等した重要文化財等の保存修理等に対し支援
する。

（３）
文部科学省
（文化庁）

文化資源活用課 15,284 拡充 11,563 ― ○ 文化財保護法第35条1項

6 伝統的建造物群保存修理等事業
歴史的な集落・町並みを保存・活用するため、国が選定
した重要伝統的建造物群保存地区の保存修理等に対し
支援する。

（３）
文部科学省
（文化庁）

文化資源活用課 2,106 拡充 1,567 ― ○ 文化財保護法第146条

7 公立文教施設の整備

公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交
付金により、地域コミュニティの拠点としての学校施設
や、談話室、トレーニング室等を備えた社会体育施設の
整備について支援を行う。

（３） 文部科学省
大臣官房文教施設企画・
防災部施設助成課

129,502の内数 継続 116,479の内数 ― ○
義務教育諸学校等の施設費
の国庫負担等に関する法律
第3条第1項、第12条第1項

8 医療提供体制施設整備交付金

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制と地域
保健及び健康増進体制との連携強化を図る観点から、
医療施設等の施設整備を支援する。都道府県において
作成した「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県
の自主性・裁量性を発揮できるよう助成することとしてい
る。

（３） 厚生労働省 医政局 3,043＋事項要求 継続 6,485 ― ―

9
社会福祉施設等施設整備費補助
金

障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、
障害者の地域移行や就労支援に必要な事業所等を社
会福祉法人等が設置する場合、その費用の一部を補助
する。

（３） 厚生労働省
社会・援護局障害保健福
祉部

7,149
+事項要求 拡充 6,812 ― ○ 生活保護法第75条第２項　等

10 保育所等整備交付金
保育サービス等の基盤整備を推進するため、市町村が
策定する整備計画に基づいて実施される保育所等に関
する施設整備事業に対して、国が交付金を交付する。

（３） 厚生労働省 子ども家庭局 63,791 拡充 63,791 ― ○ 児童福祉法第５６条の４の３

11 保育対策総合支援事業費補助金
小規模保育等の改修等や保育人材確保策等に必要な
経費の一部を支援する。

（３） 厚生労働省 子ども家庭局 39,387 拡充 39,382 ― ―

12 地域支援事業交付金

地域支援事業交付金のメニューの一つとして、多くの高
齢者が居住する集合住宅等を対象に、日常生活上の生
活相談・指導、安否確認、緊急時の対応等を行う生活援
助員を派遣する事業等について支援する。

（３） 厚生労働省 老健局 197,204 継続 197,204 ― ○ 介護保険法第122条の２

中心市街地の活性化に資する国の支援措置に係る令和３年度予算概算要求等の概要

担当部局等

18
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支援措置名 支援措置の概要
支援措置
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令和3年度
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制度等の根拠 備考担当部局等

13
農村集落基盤再編・整備事業
（農山漁村地域整備交付金）

地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺
の農村地域の個性ある活性化を図る場合において、地
域住民の参加の下、関係府省との連携を図りつつ、地
域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と集落
農園整備等の農村生活環境の整備を総合的に実施す
る。

（３） 農林水産省 農村振興局 113,130の内数 継続 98,475の内数 ― ○
食料･農業･農村基本法第24
条
土地改良法第2条

14
農村集落基盤再編・整備事業
（沖縄振興公共投資交付金）

地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺
の農村地域の個性ある活性化を図る場合において、地
域住民の参加の下、関係府省との連携を図りつつ、地
域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と集落
農園整備等の農村生活環境の整備を総合的に実施す
る。

（３） 農林水産省 農村振興局 52,761の内数 継続 49,183の内数 ― ○
食料･農業･農村基本法第24
条
土地改良法第2条

15
地域用水環境整備事業
（農山漁村地域整備交付金）

農業用水の持つ親水、景観･生態系の保全等の多面的
機能を維持増進するため、中心市街地の農業水利施設
の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水路等の整備
に対して支援する。

（３） 農林水産省 農村振興局 113,130の内数 継続 98,475の内数 ― ○
食料･農業･農村基本法第24
条
土地改良法第2条

16
地域用水環境整備事業
（沖縄振興公共投資交付金）

農業用水の持つ親水、景観･生態系の保全等の多面的
機能を維持増進するため、中心市街地の農業水利施設
の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水路等の整備
に対して支援する。

（３） 農林水産省 農村振興局 52,761の内数 継続 49,183の内数 ― ○
食料･農業･農村基本法第24
条
土地改良法第2条

17
食品流通拠点施設整備事業
（強い農業・担い手づくり総合支援
交付金）

「三つの密」の防止を徹底し、災害時においても国民へ
の安定的な生鮮食料品等の供給体制を確保するととも
に、農林水産物の輸出拡大を促進するため、品質・衛生
管理の強化、物流業務の省力化、保管調整機能の強化
等を図る卸売市場施設の整備を支援する。

（３） 農林水産省 食料産業局 24,497の内数 継続 20,020の内数 ― ○ 卸売市場法第16条

18
地域の持続的発展のための商業・
まちづくり推進事業

中小小売・サービス業者が地方公共団体と一体となっ
て、「新たな日常」への変化を取り入れながら、商店街等
において地域コミュニティ機能を高める取組（商店街等
の機能の複合化）を支援するもの。

（３） 経済産業省
・地域経済産業グループ
中心市街地活性化室
・中小企業庁商業課

2,940 新規 - ― ― ―

19 中心市街地共同住宅供給事業

認定中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支
援します。 国は、法第30条に基づき、中心市街地共同
住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助する地
方公共団体、または、法第34条に基づき、同事業により
住宅の供給を行う地方公共団体に対して、その費用の
一部を補助します。

（１） 国土交通省 住宅局市街地建築課
【社会資本整備総合交

付金】
727,746の内数

継続
【社会資本整備総合交

付金】
762,652の内数

― ○

中心市街地の活性化に関す
る法律22条～34条

20
都市開発資金（用地先行取得資
金）

〔中心市街地活性化促進用地〕
都市の計画的な整備を推進するため、地方公共団体又
は中心市街地整備推進機構が再開発事業等の面整備
事業に有効に利用できる用地等の取得を行うために必
要な資金について低利融資を行います。

（２）① 国土交通省 都市局市街地整備課 1,343 継続 1,178 ― ○

都市開発資金の貸付けに関
する法律第1条第1項第2号、
第2項

21

社会資本整備総合交付金（暮らし・
にぎわい再生事業）
防災・安全交付金（暮らし・にぎわ
い再生事業）

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中
心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区につい
て、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広
場等の整備等を総合的に支援します。

（２）① 国土交通省
都市局市街地整備課
住宅局市街地建築課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

22
社会資本整備総合交付金（道路事
業（区画））

空洞化が進行する中心市街地において、土地の有効利
用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことが
でき、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・
再構築を促進するため、街なか再生の実現に資する土
地区画整理事業に対して支援を行います。

（３） 国土交通省 都市局市街地整備課
【社会資本整備総合交

付金】
727,746の内数

継続
【社会資本整備総合交

付金】
762,652の内数

― ― ―

23
社会資本整備総合交付金（道路事
業）
防災・安全交付金（道路事業）

中心市街地区域内において都市機能の増進及び経済
活力の向上により中心市街地の活性化に資する道路の
整備に対して支援を行います。

（２）② 国土交通省 道路局環境安全・防災課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

19



整
理
番
号

支援措置名 支援措置の概要
支援措置

区分

令和3年度
予算概算要求額

（百万円）

新規
拡充
継続

令和2年度
予算額

（百万円）

令和3年度
税制改正要望

の有無

根拠法の
有無

制度等の根拠 備考担当部局等

24

社会資本整備総合交付金（道路事
業（街路））
防災・安全交付金（道路事業（街
路））

・都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等
の整備に対して支援を行います。
・中心市街地へのアクセスを向上させる新交通システ
ム、ＬＲＴやバス等の走行空間、パークアンドライド等の
導入に必要な駐車場等、交通結節点等の整備を街路事
業の一環として支援します。

（２）② 国土交通省 都市局街路交通施設課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

25
社会資本整備総合交付金（都市再
生整備計画事業）

市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性
を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、
全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域
住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図
ることを目的として、社会資本整備総合交付金により支
援を行います。

（３） 国土交通省 都市局市街地整備課
【社会資本整備総合交

付金】
727,746の内数

継続
【社会資本整備総合交

付金】
762,652の内数

― ― ―

26

社会資本整備総合交付金（市街地
再開発事業等）
防災・安全交付金（市街地再開発
事業等）

空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的
かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、活力あ
る経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を促
進するため、街なか再生の実現に資する市街地再開発
事業に係る施設建築物の整備等に対して支援を行いま
す。

（３） 国土交通省
都市局市街地整備課
住宅局市街地建築課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

27

社会資本整備総合交付金（都市再
生区画整理事業）
防災・安全交付金（都市再生区画
整理事業）

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心
市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地
の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成
市街地における街区再編・整備による都市機能更新を
推進するため施行する土地区画整理事業（都市再生区
画整理事業）を支援します。

（３） 国土交通省 都市局市街地整備課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

28
社会資本整備総合交付金（都市公
園・緑地等事業）

都市公園のバリアフリー化や中心市街地の活性化に資
する公園・緑地等の整備について支援を行います。

（２）② 国土交通省 都市局公園緑地・景観課
【社会資本整備総合交

付金】
727,746の内数

継続
【社会資本整備総合交

付金】
762,652の内数

― ― ―

29

社会資本整備総合交付金（下水道
事業、都市水環境整備下水道事
業）
防災・安全交付金（下水道事業、都
市水環境整備下水道事業）

中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、
汚水処理整備をはじめ、浸水被害の防止、地震対策及
び再生水のせせらぎ水路への活用等を目的とした下水
道整備に対して支援を行います。

（２）② 国土交通省
水管理・国土保全局
下水道部下水道事業課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

30
社会資本整備総合交付金（港湾事
業）
防災・安全交付金（港湾事業）

中心市街地の活性化に資する港湾施設の整備に対して
支援を行います。

（２）② 国土交通省 港湾局計画課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

31
社会資本整備総合交付金（河川事
業）
防災・安全交付金（河川事業）

中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一
体的に実施する河川の整備及び環境整備を行うものに
支援を行います。

（２）② 国土交通省
水管理・国土保全局
河川環境課・治水課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

32

社会資本整備総合交付金（住宅宅
地基盤特定治水施設等整備事業）
防災・安全交付金（住宅宅地基盤
特定治水施設等整備事業）

基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図
る上で必要で、かつ快適な居住環境の創出、良好な住
宅・宅地の整備・保全に資する河川の整備に対して支援
を行います。

（２）② 国土交通省
水管理・国土保全局
治水課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

33

社会資本整備総合交付金（住宅市
街地基盤整備事業）
防災・安全交付金（住宅市街地基
盤整備事業）

住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市
圏の重点供給地域等における住宅宅地事業及び住宅ス
トック改善事業の推進を図るため、基幹的な公共施設整
備と併せて居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備等
の、住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業に関連する
公共施設等を整備するものについて、総合的に支援を
行います。

（２）② 国土交通省
住宅局住宅総合整備課
住環境整備室

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

34

社会資本整備総合交付金（バリア
フリー環境整備促進事業）
防災・安全交付金（バリアフリー環
境整備促進事業）

バリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律」） に基づく建築物のバリアフリー
化等の環境整備の促進を図るため、基本構想の策定及
び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレ
ベーター等の整備または、認定特定建築物の建築等に
対し支援を行います。

（２）② 国土交通省 住宅局市街地建築課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

35

社会資本整備総合交付金（優良建
築物等整備事業）
防災・安全交付金（優良建築物等
整備事業）

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給
等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄
与する優良建築物等の整備に対し支援を行います。

（２）② 国土交通省 住宅局市街地建築課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―
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36

社会資本整備総合交付金（住宅市
街地総合整備事業）
防災・安全交付金（住宅市街地総
合整備事業）

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機
能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整
備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住宅等の
建設、公共施設の整備等について総合的に助成を行い
ます。

（２）② 国土交通省
住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

37

社会資本整備総合交付金（地域住
宅計画に基づく事業）
防災・安全交付金（地域住宅計画
に基づく事業）

地方公共団体が主体となり、公的賃貸住宅の整備や面
的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性
と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進す
るための支援を行います。具体的な支援の対象として
は、公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備、市街地再開
発事業、優良建築物等整備事業等のほか、提案事業に
よる事業等の実施があげられます。

（２）② 国土交通省 住宅局住宅総合整備課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

38

社会資本整備総合交付金（街なみ
環境整備事業）
防災・安全交付金（街なみ環境整
備事業）

住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公
共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住
宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとう
るおいのある住宅地区を形成するための支援を行いま
す。

（２）② 国土交通省
住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

39
社会資本整備総合交付金（道路事
業）
防災・安全交付金（道路事業）

中心市街地の区域外で都市機能の増進及び経済活力
の向上により中心市街地の活性化に資する道路の整備
に対して支援を行います。

（３） 国土交通省 道路局環境安全・防災課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

40

社会資本整備総合交付金（道路事
業（街路））
防災・安全交付金（道路事業（街
路））

・都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等
の整備に対して支援を行います。
・中心市街地へのアクセスを向上させる新交通システ
ム、ＬＲＴやバス等の走行空間、パークアンドライド等の
駐車場、交通結節点等の整備を街路事業の一環として
支援を行います。

（３） 国土交通省 都市局街路交通施設課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

41
社会資本整備総合交付金（河川事
業）
防災・安全交付金（河川事業）

認定基本計画に位置付けられる区域外の河川におい
て、当該事業が中心市街地の治水安全度の向上に資す
る河川の整備に対して支援を行います。

（３） 国土交通省
水管理・国土保全局
河川環境課・治水課

【社会資本整備総合交付金】

727,746の内数
【防災・安全交付金】

784,722の内数

継続

【社会資本整備総合交付金】

762,652の内数
【防災・安全交付金】

1,038,804の内数

― ― ―

42
民間都市開発推進機構による民間
都市開発事業の支援

民間事業者が施行する都市再生特別措置法第２条第１
項に規定する都市開発事業 （以下「民間都市開発事
業」という。）の立ち上げを支援するため、優良な民間都
市開発事業に対し、（一財）民間都市開発推進機構が出
資等（まち再生出資）を行うことにより、民間資金の誘導
を図るものです。
なお、民間都市開発事業について、（一財）民間都市開
発推進機構による出資等を受けるために、都市再生特
別措置法第63条に規定する民間都市再生整備事業計
画、同法第95条に規定する民間誘導施設等整備事業計
画又は広域的地域活性化のための基盤整備に関する
法律第７条に規定する民間拠点施設整備事業計画を作
成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

（３） 国土交通省
都市局まちづくり推進課
都市開発金融支援室

― 継続 ― ― ○

都市再生特別措置法第71条
第1項第1号及び第103条第1
項第1号
広域的地域活性化のための
基盤整備に関する法律第15
条第1項第1号

まち再生基金を原資に支
援。

43
都市開発資金（都市環境維持・改
善事業資金）

地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市
環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事
業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を
行う地方公共団体に対し、無利子貸付けを行います。
なお、貸付を受ける事業は都市再生整備計画に定めら
れている必要があります。

（３） 国土交通省
都市局まちづくり推進課
官民連携推進室

― 継続 ― ― ○

都市開発資金の貸付けに関
する法律第1条
都市開発資金の貸付けに関
する法律施行令第25条、第
26条

44 鉄道駅総合改善事業費補助

駅空間の質的進化を目指し、まちとの一体感があり、全
ての利用者にやさしく、分かりやすく、心地よく、ゆとりあ
る次世代ステーションの創造を図るため、地方公共団
体、鉄道事業者、地方運輸局等からなる協議会におい
て策定された整備計画に基づき、ホームやコンコースの
拡幅等の駅改良、バリアフリー施設や生活支援機能施
設、観光案内施設等の駅空間の高度化に資する施設の
整備に対して支援を行います。

（３） 国土交通省
鉄道局都市鉄道政策課
駅機能高度化推進室

1,757の内数 継続 1,757の内数 ― ― ―

45

地域公共交通確保維持改善事業
（地域公共交通確保維持事業／地
域公共交通バリア解消促進等事業
／地域公共交通調査等事業）

多様な関係者の連携により、地方バス路線などの生活
交通の確保・維持を図るとともに、バリアフリー化や地域
鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安
全な公共交通の構築に向けた取組みを支援します。

（３） 国土交通省
総合政策局
地域交通課

29,808の内数 継続 20,385の内数 ― ○

離島航路整備法第三条（離
島航路への補助のみ）
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整
理
番
号

支援措置名 支援措置の概要
支援措置

区分

令和3年度
予算概算要求額

（百万円）

新規
拡充
継続

令和2年度
予算額

（百万円）

令和3年度
税制改正要望

の有無

根拠法の
有無

制度等の根拠 備考担当部局等

46
鉄道施設総合安全対策事業費補
助（踏切保安設備整備）

踏切道における事故の防止と交通の円滑化を図るた
め、踏切遮断機や警報機の設置、障害物検知装置等の
高規格保安設備の整備等に係る費用に対し支援を行い
ます。

（３） 国土交通省 鉄道局施設課 4,308の内数 継続 4,631の内数 ― ○

踏切道改良促進法第10条

47
地下鉄など鉄道整備に対する補助
（都市鉄道整備事業費補助（地下
高速鉄道／空港アクセス鉄道等））

大都市圏における交通混雑の緩和や鉄道の利用者利
便の増進を図るため、新線建設や利便性向上に資する
施設の整備等の事業に対し支援を行います。

（３） 国土交通省 鉄道局都市鉄道政策課 5,589の内数 継続 6,607の内数 ― ― ―

48 都市鉄道利便増進事業費補助

相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワーク（既存ストッ
ク）を有効活用し、その利便の増進を図るため、都市鉄
道等利便増進法に基づき、連絡線等の整備による速達
性の向上、周辺整備と一体的な駅整備による交通結節
機能の高度化を推進する事業に対し支援を行います。

（３） 国土交通省
鉄道局都市鉄道政策課・
都市鉄道政策課駅機能
高度化推進室

11,568の内数 継続 11,568の内数 ○ ― ―

49
地域のまちづくりに寄与する官庁
施設の整備

地域の交流拠点として中心市街地の活性化に資する官
庁施設の整備について、施設整備の計画段階から地方
公共団体等と連携を図りつつ国公有財産の最適利用、
地域の特色や創意工夫を活かした魅力と賑わいのある
拠点の形成、人の移動の円滑化に配慮して進めること
により、地域のまちづくり計画を推進するための取組を
支援します。

（３） 国土交通省 官庁営繕部計画課 18,127の内数 継続 17,697の内数 ― ― ―

50 官民連携まちなか再生推進事業

まちなかの賑わいの創出や多様な人材が集積した「居
心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成など、都市の魅
力・国際競争力の向上を図るため、官民連携による官民
連携まちなか再生協議会の形成や目指す将来像の共
有に向けた地域まちなか再生方針の策定、地域まちな
か再生方針の実現に向けた取組を総合的に支援しま
す。

（３） 国土交通省
都市局まちづくり推進課
官民連携推進室

868 継続 500 ― ― ―

51 都市構造再編集中支援事業

「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が
行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する
公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対
し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都
市構造へ再編を図ることを目的とする事業です。

（３） 国土交通省 都市局市街地整備課 70,000 継続 70,000 ― ― ―

支援措置区分　（１）：法に定める特別の措置　　（２）①：認定と連携した特例措置　　（２）②：認定と連携した重点的な支援措置　　（３）：その他の支援措置
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各府省庁補足説明資料 

 

 

文部科学省    Ｐ２３～Ｐ２５ 

厚生労働省    Ｐ２６～Ｐ３３ 

経済産業省    Ｐ３４～Ｐ３５ 

国土交通省    Ｐ３６～Ｐ３７ 



修理機会を捉えた
情報発信

修理の時期を活用し、修理現
場の公開、修理に関する解説板
等の設置に対して支援する。修
理機会を捉えた情報発信を行う
ことで、修理期間という貴重な
機会に、新たな体験の場を用意
し、文化財への理解を促進する
とともに観光振興にも寄与する
。

文化財修理の抜本的強化

国宝・重要文化財（建造物）の価値を損なうことなく次世代へ継承するた

め､保存修理を実施する。

○ 木造文化財建造物の定期的な保存修理は、健全性を回復するだけでなく
、構造補強など抜本的な強化も行い、大工等様々な分野の技能者の確保
と育成、修理技術の伝承、修理に必要な資材の安定的な確保にも資する
ものである。

○ 明治以降に建造された近現代建造物（土木・建築）は、従来の木造のほ

か、煉瓦や鉄骨、鉄筋コンクリート造の建築物及び土木構造物が含まれ

る。平成５年度から重要文化財への指定を開始し、指定件数は366件に達

しているが、その修理方法や修理周期は確立されていないことから、３

次元計測等の先端技術の活用により、適切な修理時期の把握や迅速な修

理を進め、公開活用を促進する。

△
高

文
化
財
と
し
て
の
価
値

低
▽

150年 300年建築
根本修理 150年周期

根
本
修
理

根
本
修
理

遅
れ
た
根
本
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

維
持
修
理

根本修理の周期差による文化財的価値の変化比較図

修理周期を適切な150年
周期へ！
※伊原惠司氏（文建協調査室長）の研究論文(1990.8)による

国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業

〈適切な周期〉
根本修理（解体、半解体修理）
：平均150年周期
維持修理（屋根葺替・塗装修理）
：平均 30年周期
適切な周期により、文化財を確実に
次世代へ継承する。

重要文化財 本隆寺本堂ほか２棟
半解体修理の様子 （京都府）

文化財の公開活用

文化財を分かりやすく解説
する説明板や情報機器の設置
、展示、便益、管理のための
施設・設備の整備等、各々の
創意工夫に基づく特色ある活
用の取組を支援し、観光振興
に寄与する。

大場家住宅
体験用かまど整備等
（東京都）

門司港駅（旧門司駅）本屋
展示解説整備（福岡県）

令和3年度要求・要望額 15,284百万円
(前年度予算額 11,563百万円)

工事を見学できる仮設道路を設置

文化財の適切な維持
管理

危険木の伐採や保存管理
施設の設置等を実施し、国
宝重要文化財建造物の周辺
環境を整備することにより
適切な維持管理に寄与する

。

保存管理施設の設置

ワイヤーによる支持

文化財を次世代へ確実に継承するため、適切な周期での保存修理を支援するとともに、修理現場の公開促進や修理によって得られた新たな知見の情報発信を
同時に実施することで修理時期を観光振興にもつなげる。また、文化財を広く分かりやすく解説するための説明板の設置等、公開活用の取組を支援する。さらに、
周辺環境を整備することにより、適切な維持管理を実現する。

先端技術活用
（新規）

土木構造物や近代の文化財等
について３次元計測等の先端技
術を活用することで適切な修理
時期の把握を行うとともに、修
理に必要な調査を事前に行う。

３Ｄ計測データを用いた
モデルイメージ

３次元による変状把握

※新型コロナウイルスの影響を受けて
いる事業者や、感染症対策により増加
する費用に対して支援を行う。

パンフレット等
による解説
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伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区伝建地区を社会基盤として体系的に捉え、地区全体の

魅力と安全性を向上

伝統的建造物群基盤強化

伝統的建造物群保存地区を社会基盤として捉えながら、保存に関する計画策定から修理・修景、防災力の強化、公開活用整備ま
でを体系的に位置付け、必要とされる保護の措置を一体的に実施することにより、文化に富み、災害に強く、魅力的なまちづくりを
実現する。

修理・修景

調 査
計画策定

公開活用
整備（充実）

買 上

令和３年度要求・要望額 2,106百万円
(前年度予算額 1,567百万円)

先端技術活用
（新）

※整備に関する工事おいては
新型コロナウイルス感染症
対策により増加する費用に
対して支援を行う。

防災・耐震

先端技術の活用伝統的建造物の公開活用

修理・修景、防災・耐震の促進

美しい町並みの回復

文化の継承

地区の安全

地域の創生

観光の振興
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具体的な支援策

公立学校施設の整備
新しい時代の学びを支える安全・安心な教育環境の実現～令和時代の学校施設のスタンダード～
学校施設は我が国の将来を担う児童生徒の学習・生活の場であり、より良い教育活動を行うためには、その安全性・機能性の確保は不可欠。
ポストコロナの「新たな日常」の実現に向けて、学校においても感染症対策と児童生徒の健やかな学びの保障を両立していくことが必要。

令和３年度要求・要望額 1,295億円 ＋事項要求
（前年度予算額 695億円、臨時・特別の措置 470億円、補正予算額 57億円）

 空調設置（教室、給食施設）
 トイレの洋式化・乾式化
 給食施設のドライシステム化

制度改正：複合化施設の一部補助対象化、廃校施設の撤去費補助拡充、
バリアフリー化工事への補助拡充、給食施設の空調設置 等

単価改定：対前年度比 ＋9.1％
実践研究：「新しい時代の学び」対応型学校の先導的モデルの開発支援
好事例の横展開：先進事例の発掘、表彰制度の創設等

「新しい生活様式」も踏まえ、健やかに学習・
生活できる環境の整備

防災・減災、国土強靱化

体育館の断熱性を確保し空調を設置
避難所機能としても有効活用

オープンスペースなど自由度の高い空間を整備し、
３密を解消した学習の場として有効活用
対話的・協働的な学習として多様な学習スタイルに対応

ドライシステム化され、空調が整備
された給食施設
災害時にも有効活用（都市ガス、
プロパンガスの2WAY化など）

トイレを洋式化・乾式化し、衛生環境を確保

バリアフリー化により
誰もが安心して学べる場に

普通教室・特別教室に空調を設置し、
子供たちの安全な教育環境を確保

１

 バリアフリー化、特別支援学校の整備
 一人一台端末環境への対応
 少人数指導体制への対応＜事項要求＞

個別最適な学びを実現する施設環境の整備２

 施設の複合化・共有化と有効活用
 オープンスペースや少人数学習に対応するため
の内部改修

多様な学習活動に対応する施設環境の整備３

 子供たちの生命を守り、地域の避難所となる安全・
安心な教育環境の実現
（体育館の空調設置、防災機能強化等）
 計画的・効率的な長寿命化を図る老朽化対策
（長寿命化改修へのシフト、公的ストックの最適化）

＜事項要求＞

災害・事故等から子供たちの生命を守る

令和時代の学校施設のスタンダード

一人一台端末環境のもと
個別最適な学びの環境を整備

25
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医療提供体制施設整備交付金の概要

「医療提供体制施設整備交付金」を各都道府県に交付

医 療 計 画

Ⅲ 「計画に基づく施策の実施（施設）」に対して助成を行う

都道府県は「医療計画に基づく事業計画」を策定

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点から、都道府県の作成した
「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制度の仕
組みとして、救急医療施設、周産期医療施設等の施設整備を支援するもの。

Ⅳ 交付対象
注１） 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人、一部事務組合、広域連合）は補助対象外
注２） 公的・・・日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、

社会福祉法人北海道社会事業協会

令和２年度予算額 令和３年度概算要求額
6,484,888千円 → 3,042,758千円＋事項要求

補助対象事業《メニュー区分》
公
的

民
間

独
法

調整率 補助対象事業《メニュー区分》
公
的

民
間

独
法

調整率

休日夜間急患センター ○ ○ ○ 0.33 特殊病室施設 ○ ○ ○ 0.33

病院群輪番制病院及び共同利用型病
院

○ ○ ○ 0.33 肝移植施設 ○ ○ ○ 0.33

救急ヘリポート ○ ○ ○ 0.33 治験施設 ○ ○ 0.33

ヘリポート周辺施設整備 ○ ○ ○ 0.33 特定地域病院 ○ ○ ○ 0.33

（地域）救命救急センター ○ ○ ○ 0.33 医療施設土砂災害防止施設整備事業 ○ ○ ○ 0.5

小児救急医療拠点病院 ○ ○ ○ 0.33 南海トラフ地震に係る津波避難対策 ○ ○ ○ 0.33

小児初期救急センター施設 ○ ○ ○ 0.33 アスベスト除去等整備 ○ ○ ○ 0.33

小児集中治療室 ○ ○ ○ 0.33 医療機器管理室 ○ ○ 0.33

小児医療施設 ○ ○ ○ 0.33 地球温暖化対策 ○ ○ ○ 0.33

周産期医療施設 ○ ○ ○ 0.33
看護師の特定行為に係る指定研修機
関等施設（民間は一部）

○ ○ ○ 0.33

地域療育支援施設 ○ ○ ○ 0.5 地域拠点歯科診療所施設 ○ ○ ○ 0.5

共同利用施設 (開放型病棟等) ○ ○ 0.33
（新）医療施設給水設備強化等促進事
業【事項要求】

○ ○ ○ 0.33

医療施設近代化施設 ○ ○ ○ 0.33
（新）医療施設非常用自家発電装置施
設整備事業【事項要求】

○ ○ ○ 0.33

基幹災害拠点病院 ○ ○ ○ 0.5
（新）災害拠点精神科病院施設整備事
業【事項要求】

○ ○ ○ 0.5

地域災害拠点病院 ○ ○ ○ 0.5
（新）医療施設浸水対策事業【事項要
求】

○ ○ ○ 0.5

腎移植施設 ○ ○ ○ 0.33

Ⅱ 要旨

Ⅰ 予算額
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○
地
方
自
治
体
が
策
定
す
る
整
備
計
画
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
障
害
児
・
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
基
盤
整
備
を
図
る
。

（
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
４
、
設
置
者
１
／
４
）

社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金

令
和
２
年
度
予
算
額

→
令
和
３
年
度
概
算
要
求
額

１
７
４
億
円

７
１
億
円
＋
事
項
要
求

（
う
ち
臨
時
・
特
別
の
措
置
分

１
０
６
億
円
）

【令
和
２
年
度

補
正
予
算
1
0
億
円
】

○
障
害
児
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
地
域

の
障
害
児
支
援
の
拠
点
と
な
る
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
等
の
整
備
や
小
規
模
な
形
態
に

よ
る
き
め
細
や
か
な
支
援
体
制
の
整
備
を
推

進
す
る
。

障
害
児
支
援
の
充
実

○
障
害
者
の
社
会
参
加
支
援
及
び
地
域
移
行
支
援

を
更
に
推
進
す
る
た
め
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労

継
続
支
援
事
業
所
等
の
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
整
備
促
進
を
図
る
。

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実
・

地
域
移
行
の
推
進

○
障
害
児
・
障
害
者
が
利
用
す
る
施
設
の
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
「
防
災
・
減
災
、
国
土

強
靱
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
に
基
づ
き
、

耐
震
化
整
備
を
推
進
す
る
ほ
か
、
非
常
用
自
家
発

電
設
備
・
給
水
設
備
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

耐
震
化
・
防
災
対
策
の
推
進

2
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保
育
所
等
を
訪
問
し
、
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
、
集
団
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
の
専
門
的
な
支
援
そ
の

他
の
必
要
な
支
援
を
行
う

保
育
所
等
訪
問
支
援

就
労
定
着
支
援

一
人
暮
ら
し
に
必
要
な
理
解
力
・
生
活
力
等
を
補
う
た
め
、
定
期
的
な
居
宅
訪
問
や
随
時
の

対
応
に
よ
り
必
要
な
支
援
を
行
う

自
宅
で
介
護
す
る
人
が
病
気
の
場
合
な
ど
に
、
短
期
間
、
夜
間
も
含
め
施
設
で
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等

を
行
う

医
療
と
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に
、
医
療
機
関
で
機
能
訓
練
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
、
介
護
及
び
日
常
生
活

の
世
話
を
行
う

常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に
、
昼
間
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を
行
う
と
と
も
に
、
創
作
的
活
動
又
は

生
産
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

療
養
介
護

生
活
介
護

日 中 活 動 系

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
、
身
体
機
能
の
維
持
、
向
上
の
た
め
に
必
要
な

訓
練
を
行
う

一
般
企
業
等
へ
の
就
労
を
希
望
す
る
人
に
、
一
定
期
間
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要

な
訓
練
を
行
う

一
般
企
業
等
で
の
就
労
が
困
難
な
人
に
、
雇
用
し
て
就
労
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
能
力
等
の
向
上
の

た
め
に
必
要
な
訓
練
を
行
う

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
、
生
活
能
力
の
維
持
、
向
上
の
た
め
に
必
要
な

支
援
、
訓
練
を
行
う

一
般
企
業
等
で
の
就
労
が
困
難
な
人
に
、
就
労
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
能
力
等
の
向
上
の
た
め
に
必

要
な
訓
練
を
行
う

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
（

A
型
＝
雇
用
型
）

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

就
労
継
続
支
援
（

B
型
）

訓 練 系 ・ 就 労 系

１
．
対
象
施
設

共
同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

夜
間
や
休
日
、
共
同
生
活
を
行
う
住
居
で
、
相
談
や
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う

居 住 支 援 系

施
設
入
所
支
援

施
設
に
入
所
す
る
人
に
、
夜
間
や
休
日
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を
行
う

施 設 系

日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
集
団
生
活
へ
の
適
応
訓
練
、
そ
の
他
の

必
要
な
支
援
等
を
行
う

授
業
の
終
了
後
又
は
学
校
の
休
業
日
に
、
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
、
社
会
と
の
交
流
の
促

進
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う

重
度
の
障
害
等
に
よ
り
外
出
が
著
し
く
困
難
な
障
害
児
の
居
宅
を
訪
問
し
て
発
達
支
援
を
行
う

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

障
害
児

通
所
支
援

障
害
児
入
所
施
設

施
設
に
入
所
す
る
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
、
保
護
、
日
常
生
活
の
指
導
及
び
独
立
自
活
に
必
要
な
知

識
技
能
の
付
与
を
行
う

障
害
児

入
所
支
援

※
公
立
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
８
年
度
に
一
般
財
源
化
し
た
た
め
補
助
対
象
外
。

※
こ
れ
以
外
に
保
護
施
設
、
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
等
が
あ
る
。

障 害 者 総 合 支 援 法 上 の サ ー ビ ス 児 童 福 祉 法 上 の サ ー ビ ス

一
般
就
労
に
移
行
し
た
人
に
、
就
労
に
伴
う
生
活
面
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う

自
立
生
活
援
助

2
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国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合

２
．
建
設
費
の
補
助

○
社
会
福
祉
法
人
等
が
上
記
事
業
を
行
う
こ
と
に
伴
い
、
障
害
者
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
整
備
費
に
つ
い
て
、

国
庫
又
は
民
間
補
助
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
設
置
者
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
か
ら
低
利
の
融
資

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
社
会
福
祉
法
人
及
び
医
療
法
人
な
ど
（
※
）
が
障
害
者
総
合
支
援
法
等
に
基
づ
く
障
害
者
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
各
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、

中
核
市
及
び
市
町
村
の
障
害
福
祉
計
画
に
合
致
す
れ
ば
、
国
庫
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
土
地
の
買
収
又
は
整
地
に
要
す
る
費
用
は
対
象
外
）

※
社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
特
例
民
法
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
営
利
法
人
等

①
負
担
割
合

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
４
、
設
置
者
１
／
４

②
国
庫
補
助
の
手
続
き

社
会
福
祉
法
人
等

設
置
者

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

補
助
者

書
類
提
出

国
庫
補
助
協
議

厚
生
労
働
省

（
地
方
厚
生
（
支
）
局
）

内
容
の
審
査

内
容
の
審
査

ア
施
設
建
設
を
予
定
し
て
い
る
設
置
者
は
、
建
設
予
定
年
度
の
前
年
度
の
早
い
時
期
に
、
建
設
計
画
、
資
金
計
画
及
び
土
地
の
確
保
の
状
況
等
を
明
ら
か
に
し

た
事
業
計
画
書
を
都
道
府
県
等
に
提
出
し
、
内
容
の
審
査
を
受
け
る
。

イ
内
容
の
審
査
後
、
都
道
府
県
等
の
施
設
整
備
計
画
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
必
要
な
予
算
措
置
が
行
わ
れ
、
厚
生
労
働
省
（
地
方
厚
生

(支
)局

）
に
対
す
る
国
庫
補
助
協
議
を
行
う
。

ウ
厚
生
労
働
省
（
地
方
厚
生

(支
)局

）
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
等
か
ら
事
業
計
画
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
内
容
の
審
査
を
行
う
。

エ
社
会
福
祉
法
人
を
新
た
に
設
立
し
て
施
設
経
営
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
所
轄
庁
）
か
ら
社
会
福
祉
法
人
の
設

立
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

2
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【
趣

旨
】

市
区

町
村

が
策

定
す

る
整

備
計
画

等
に

基
づ

き
、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

及
び

小
規

模
保

育
事

業
所
に

係
る

施
設
整

備
事
業

及
び

保
育

所
等

の
防

音
壁

設
置

の
実
施

に
要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
、

市
区
町

村
に

交
付

金
を

交
付

す
る
。

（
※

）
市

区
町

村
が
作

成
す

る
保
育

所
等
の

整
備

に
関

す
る

計
画

（
市

区
町

村
整

備
計

画
）

に
よ
る

整
備
等

の
実

施
に
必

要
な
経

費
の

一
部

を
支

援
す

る
た

め
、

児
童
福

祉
法

第
56

条
の

４
の

３
に

基
づ

く
交

付
金

と
し

て
平

成
2
7年

度
に

創
設

。

≪
拡

充
≫

・
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
に
お

け
る
補

助
率

の
嵩

上
げ

等
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

実
施

。
・

「
防

災
・
減

災
、

国
土
強

靱
化

の
た

め
の

３
か

年
緊

急
対

策
」

後
も

、
引

き
続

き
、

国
土

強
靱
化

基
本

計
画
の

目
標
に

向
け

て
、
保

育
所

等
の
耐

震
化

を
推

進
す

る
た

め
、

耐
震

化
を

実
施

す
る

場
合

の
補

助
基

準
額
を

引
上

げ
る
。

【
対

象
事

業
】

・
保

育
所
整

備
事
業

・
認

定
こ

ど
も

園
整
備

事
業

（
幼
稚

園
型

）
・

小
規

模
保

育
整

備
事

業
・

防
音

壁
整

備
事

業
・

防
犯

対
策

強
化

整
備

事
業

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

【
設

置
主

体
】

社
会

福
祉

法
人
、

日
本
赤

十
字

社
、

公
益

社
団

法
人

、
公

益
財

団
法

人
、

学
校
法

人
等

（
保

育
所

及
び

認
定

こ
ど

も
園

に
つ

い
て
は

公
立
を

除
く

）

【
補

助
割

合
】

国
１

／
２

、
市
区

町
村
１

／
４

、
設

置
主

体
１

／
４

保
育
所
等
整
備
交
付
金
【拡

充
】

（
令
和

２
年
度
予
算
）
６
３
８

億
円

→
 （

令
和
３
年

度
概

算
要

求
）
６
３

８
億

円
＋

事
項

要
求

3
0



保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

【
事
業
内
容
】

○
地
方
自
治
体
の
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
小
規
模
保
育
や
家
庭
的
保
育
等
の
改
修
に
よ
る
受
入
児
童
数
の
拡
大
を
図
る
。

○
総
合
的
な
保
育
人
材
確
保
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
保
育
の
受
け
皿
整
備
に
必
要
と
な
る
保
育
人
材
の
確
保
を
図
る
。

○
障
害
児
の
受
入
れ
に
必
要
な
改
修
や
認
可
外
保
育
施
設
職
員
に
対
す
る
衛
生
・
安
全
対
策
な
ど
、
保
育
対
策
の
基
盤
整
備
に
必
要
な
事
業
の
推
進
を
図
る
。

○
保
育
所
等
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
保
育
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
実
施
。

【
対
象
事
業
】

Ⅰ
保
育
人
材
確
保
対
策

１
２
０
億
円
（
１
６
４
億
円
）

①
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業
【
拡
充
】

②
潜
在
保
育
士
再
就
職
支
援
事
業

③
保
育
士
資
格
取
得
支
援
事
業

④
保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業
【
見
直
し
】

⑤
保
育
体
制
強
化
事
業

⑥
保
育
士
養
成
施
設
に
対
す
る
就
職
促
進
支
援
事
業

⑦
保
育
士
試
験
追
加
実
施
支
援
事
業

⑧
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
【
拡
充
】

⑨
若
手
保
育
士
や
保
育
事
業
者
等
へ
の
巡
回
支
援
事
業
【
拡
充
】

⑩
保
育
人
材
等
就
職
・
交
流
支
援
事
業

⑪
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業

⑫
保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
事
業
【
新
規
】

⑬
保
育
士
・
保
育
の
現
場
の
魅
力
発
信
事
業
【
新
規
】

Ⅱ
小
規
模
保
育
等
の
改
修
等

２
１
０
億
円
（
１
７
１
億
円
）

①
賃
貸
物
件
の
活
用
に
よ
る
保
育
所
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

②
小
規
模
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

③
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

④
認
可
化
移
行
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

⑤
家
庭
的
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

⑥
認
可
外
保
育
施
設
改
修
費
等
支
援
事
業

⑦
都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料
等
支
援
事
業

Ⅲ
そ
の
他
事
業

６
３
億
円
（
５
９
億
円
）

①
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

②
認
可
化
移
行
の
た
め
の
助
言
指
導
・
移
転
費
等
支
援
事
業

③
広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
【
拡
充
】

④
認
可
外
保
育
施
設
の
衛
生
・
安
全
対
策
事
業

⑤
保
育
環
境
改
善
等
事
業
【
拡
充
】

⑥
家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
【
拡
充
】

⑦
保
育
所
等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業

⑧
３
歳
児
受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業

⑨
保
育
利
用
支
援
事
業
（
予
約
制
）

⑩
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
モ
デ
ル
事
業
【
拡
充
】

⑪
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
取
組
強
化
事
業

⑫
保
育
施
設
・
事
業
の
届
出
促
進
事
業

⑬
放
課
後
居
場
所
緊
急
対
策
事
業

⑭
小
規
模
多
機
能
・
放
課
後
児
童
支
援
事
業

⑮
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
【
拡
充
】

⑯
待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業

（
令
和
２
年
度
予
算
：3
9
4
億
円

→
令
和
３
年
度
概
算
要
求
：3
9
4
億
円
＋
一
部
事
項
要
求
・新

規
）
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○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
に
向
け
て
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
・
介
護
予
防
に
向
け
た
取
組
、
配
食
・
見
守
り
等
の
生
活
支
援
体
制
の
整
備
、
在
宅
生
活
を

支
え
る
医
療
と
介
護
の
連
携
及
び
認
知
症
の
方
へ
の
支
援
の
仕
組
み
等
を
一
体
的
に
推
進
し
な
が
ら
、
高
齢
者
を
地
域
で
支
え
て
い
く
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、

市
町
村
に
お
い
て
「
地
域
支
援
事
業
」
を
実
施
。

○
地
域
支
援
事
業
の
事
業
内
容

※
金
額
は
積
算
上
の
公
費

（括
弧
書
き
は
国
費
）

（１
）介

護
予
防
・日

常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
新
し
い
総
合
事
業
）

①
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

ア
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

イ
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

ウ
そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
配
食
、
見
守
り
等
）

エ
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

②
一
般
介
護
予
防
事
業
（
旧
介
護
予
防
事
業
を
再
編
）

ア
介
護
予
防
把
握
事
業

イ
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業

ウ
地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業

エ
一
般
介
護
予
防
事
業
評
価
事
業

オ
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
支
援
事
業

（２
）包

括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

①
包
括
的
支
援
事
業

ア
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営

ⅰ
）
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務

ⅱ
）
総
合
相
談
支
援
業
務

ⅲ
）
権
利
擁
護
業
務
（
虐
待
の
防
止
、
虐
待
の
早
期
発
見
等
）

ⅳ
）
包
括
的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
業
務

※
支
援
困
難
事
例
に
関
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
助
言
、

地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等

イ
社
会
保
障
の
充
実

ⅰ
）
認
知
症
施
策
の
推
進

ⅱ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

ⅲ
）
地
域
ケ
ア
会
議
の
実
施

ⅳ
）
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
配
置

②
任
意
事
業

・
介
護
給
付
等
費
用
適
正
化
事
業
、
家
族
介
護
支
援
事
業
等

○
地
域
支
援
事
業
の
事
業
費

市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
事
業
費
の
上
限
の
範
囲
内
で
、
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お

い
て
地
域
支
援
事
業
の
内
容
、
事
業
費
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

【
事
業
費
の
上
限
】

①
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○
事
業
移
行
前
年
度
実
績
に
市
町
村
の

75
歳
以
上
高
齢
者
の
伸
び
を
乗
じ
た
額

②
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

○
「

26
年
度
の
介
護
給
付
費
の
２
％
」
×
「
高
齢
者
数
の
伸
び
率
」

○
地
域
支
援
事
業
の
財
源
構
成

○
費
用
負
担
割
合
は
、
第
２
号
は
負
担
せ
ず
、

そ
の
分
を
公
費
で
賄
う
。

（
国
：
都
道
府
県
：
市
町
村
＝
２
：
１
：
１
）

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

【
財
源
構
成
】

【
財
源
構
成
】

○
費
用
負
担
割
合
は
、
居
宅
給
付
費
の

財
源
構
成
と
同
じ
。

１
号

２
３
％

１
号

２
３
％

２
号

２
７
％

都
道
府
県

１
２
．
５
％

国
２
５
％

市
町
村

１
２
．
５
％

市
町
村

１
９
．
２
５
％

都
道
府
県

１
９
．
２
５
％

国
３
８

.５
％

地
域
支
援
事
業
の
概
要

令
和
２
年
度
予
算

公
費
3
,9
4
4
億
円
、
国
費
1
,9
7
2
億
円

2
,0
1
6
億
円

（
1
,0
0
8億

円
）

1
,9
2
8
億
円

（
9
6
4
億
円
）

う
ち
イ
、
社
会
保
障
充
実
分

5
3
4
億
円

（
2
6
7
億
円
）

（
財
源
構
成
の
割
合
は
第
７
期
以
降
の
割
合
）
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地域支援事業実施要綱（抄） 

（令和２年５月 29日一部改正） 

別記４ 任意事業 

３ 事業内容 

（３）その他の事業

カ 地域自立生活支援事業

② 介護サービス等の質の向上に資する事業

地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス等利用

者のための相談等に応じるボランティア（介護サービス相談員）とし

て、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、サービス担当

者と意見交換等（介護サービス相談員派遣等事業）を行う。 
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事業の内容

中小企業庁 商業課
03-3501-1929
中心市街地活性化室
03-3501-3754

事業イメージ

事業目的・概要

中小小売・サービス業者（中小商業者等）は、商店街等として

集積することで、商業機能の提供やコミュニティの中心となるなど、

地域の持続的発展に欠くことのできない重要な存在です。

近年の人口減少や電子商取引の台頭など、地域経済の構造変

化により、商店街等の商業機能としての位置づけも変化しています。

他方で、少子高齢化、働き方の変化等の中、地域における雇用

や医療・介護・保育など生活に不可欠な機能の維持・確保を担う

主体としての期待が高まっています。

また、ウィズコロナ・ポストコロナへの対応として地方移住、リモート

ワーク等の多様な働き方の普及などが進展しており、地域において

も「新たな日常」への変化を取り込むことが必要です。

このため、中小商業者等が、地方公共団体と一体となって、商業

機能のみならず医療や保育など多様な機能を持つまちづくりを推進

するための取組について、財政、人材育成、ノウハウ提供等の面か

ら支援を行います。

これにより、複数の中小商業者等が地域の新たなニーズに対応し

ようとする取組を後押しし、地域の持続的発展を促進します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

中小小売・サービ
ス業のグループ等

（※２）

都道府県・
市町村

（1）補助(※１)

(1/2～2/3)
（1）支援
(自治体毎)

地域の持続的発展のための商業・まちづくり推進事業
令和３年度概算要求額２９.４億円（新規）

（1）地域商業機能複合化推進事業

【空き店舗を活用し商店街等の機能を複合化した事例（油津商店街：宮崎県日南市）】

※１ 国⇒市町村⇒事業者、国⇒都道府県⇒事業者、国⇒都道府県⇒市町村⇒事業者
※２ まちづくり会社、商店街組織、飲食店街、温泉組合など

民間事業者等
（2）委託

（2）外部人材活用・地域人材育成事業

地域ニーズ 対応の取組例

・中小商業者等のグループによる地域コミュニティ機能の活性化に関する取組

を、地方公共団体が支援する場合に、国がその費用の一部を補助します。

・また、地方公共団体等がその実施に当たって、ニーズ等の調査や計画策定、

実証等を行う場合に、国がその費用の一部を補助します。

・地域の課題と多様なスキルを持つ外部人材の情報を集約し、地域と外部人
材をマッチングすることで、地域に不足する専門知識やノウハウを提供します。
・地域の課題に関するオンライン相談のプラットフォームを構築するとともに、効果
的なマッチングを行い、域内人材の育成を図ります。

IT企業誘致 子育て機能整備コミュニティ施設整備

●空き店舗への企業誘致、

創業拠点整備、子育て機能整備

●国内観光・インバウンド誘客

●医療・介護・居住の一体化

●ITを活用した混雑情報の発信、

リモートワーク拠点の整備 等

●地域雇用の創出

●地域への外需の取り込み

●高齢者が歩いて暮らせる街作り

●社会的孤立の解消

●ウィズコロナ・ポストコロナへの対応
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「地域の既存ハード（商店街等）の利活用最適化に関する中間とりまとめ」の概要

（資料掲載先）https://www.meti.go.jp/shingikai/sme_chiiki/jizoku_kano/20200623_report.html 35



「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、中心市街地における優良な共同住宅供給を支援することによって、
街なか居住の推進を図り、中心市街地の活性化に寄与する。

事業概要

施行者

対象地域

地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、
民間事業者 等

・ 中心市街地活性化基本計画の区域内

・ 内閣総理大臣により認定を受けた中心市街地活性化基本計
画の区域内で行われる中心市街地共同住宅供給事業（法定
事業）

・ 優良な住宅を10戸以上供給（延べ床面積の1/2以上が住宅）

中心市街地共同住宅供給事業

主な事業要件

敷地及び建築物の基準

・ 敷地面積が概ね500㎡以上
・ 地上３階以上で、耐火建築物または準耐火建築物であること
・ 共用通行部分で交付対象となるものは、高齢者等の通行に支

障が生じないようバリアフリー化等がなされていること

・ 建ぺい率に応じた一定以上の空地が確保されていること

・ 敷地が原則として幅員６ｍ以上の道路に４ｍ以上接すること

補助対象費用

補助率

補助対象に対して国１／３、地方１／３、民間１／３

①調査設計計画
（基本構想作成、事業計画作成、地盤調査、建築設計）

②土地整備
（建築物除却等費、補償費）

③共同施設整備
（空地等の整備、供給処理施設、共用通行部分整備費等）

※優良建築物等整備事業(市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプ)による支援
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・認定基本計画への位置付け ・地階を除く階数が原則として3階以上※

・耐火建築物又は準耐火建築物※

・敷地面積及び当該敷地に接する道路の面積の1/2の合計が1,000㎡以上

等を満たすものであること※

1/3
※公益施設の割合が高い
（1/10以上）等の一定の要

件を満たす場合は、国費
率加算（1/3→2/5）

地方公共団体
都市再生機構
中心市街地活性化協議会
民間事業者等

賑わい空間施設整備
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場

新施設

空きビル

多目的広場

関連空間整備
（駐車場、緑化施設等）

都市機能まちなか立地支援
公共公益施設の整備に対し、補助

（エレベーター・
駐車場等の共同
施設整備費、賑
わい交流施設の
整備費に補助）

空きビル再生支援

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

（改修工事費、共同
施設整備費、賑わ
い交流施設の整備
費に補助）

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか
立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図る。

暮らし・にぎわい再生事業 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

施行者対象施設要件 国費率

補助内容

※小規模連鎖型暮らし・にぎわい再生事業では対象施設要件として、個々の建物階数や構造は問わず、
敷地面積1,000㎡未満の施設については複数の事業区域の敷地面積の合算が可能となる。
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